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し
た
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る
'が
、英
國
の
司
法
機
.關
を
し
て
今

日

見
る
が
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き
完
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に
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せ
し
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請
及
び
裝
钸
を
加
へ
#
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に
歸
す
可
し
ビ
雖
、英
國
の

a

' M 

ニ
世

..
0

偉
業
に
し
て
、彼
の
他
方 

1

事
の

.み
を
似
て
し
て
'優
に
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て
へ
ン
リ
ィ
ニ
世
力
英
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絡
せ
し
め
た
る
に
在

b

o

然
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. 

ば
下
に
述
ぶ
る
が
如
く
、元
來
英
國
固
有
の
も
の
に
非
す
し
て

.
歐
羅
巴
大
陸
ょ
&
輸
入
せ
ら
れ 

た
る
制
度
な

る

に
も
拘
ら
す
、最
も
英
國
に
於
て
巧
み
に
行
は
る
、
此
の
陪
密
制
度
ビ
、今日 

ほ：英
米
裁
判
法
の

#

色
ビ
せ
ら
る
、
巡

囘

裁

剑

は

、如
何

U

し
て
へ
ン
リ
ィ
王
に
依
て
述
結 

せ
ら
れ
た
る
や
、

®

れ
余
の
下
文
に
於
て
，說
述
せ
む

V
J

欲
す
る
主
題
な
り
。

巡
囘
裁
判
の
起
原
に
就
て
は
、旣
に
本
誌
前
令

*

ノ

ル
ア
ン
，朝
の
裁
判
制
與
に
於
て
些

r
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<
所
ぁ

.
办
し
も
、記
述
の
便
利
上
史
ら
に
槪
說
せ

0

R

、此
の
制
度
が
課
桃
徵
收
を
以
て
其
の
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要
の
目
的
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せ
し
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、決
し
七
疑
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容
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.た
る
は
、後
世
の
英
主
若
く
は
法
律
大
家
の
功
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制
度
に
今
日
の

形

體
を
與
/へ
し
は
、取
り
も
竄

^

す

ヘ
ン
リ
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;面
じ
於
け
る
幾
多
の

‘經
歷
を
沒
却
す
る

V
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し
て
も
、軍
に
此
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國
史

.上
：名
君
た
る
：の
喪

求
：
?:
有
す
-る
者
ビ
稱
す

可
し
。

而
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判
制
度
を
確
立
せ
し

_
功
業
は
、巡
囘
裁
判
ビ
陪
審
制

'度
と
を
連

に
割
據
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て
斲
權
を
爭
奪
せ
し
所
謂
七
王
國
を
統
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し
て
成
り
し
も
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判
法
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ら
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ザ
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ア
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‘
其
他
の
小
邦
も
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ル
デ
ィ
ク
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家
の
正
朔
を
奉
せ
し

に

拘

ら
す
、楚
等
各
州
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ち

舊

王
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に

發
達
せ
し
自
治
制
度
は
旣
に
鞏
固 

な
る
基
礎
を
成
し
，隨
て
，各
自
裁
判
制
度
の
如
き
も
中

•央
.政
府
の
一
令
に
依
て
變
革
せ
ら
る
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も
ぁ
ら
ざ
り
け
れ
ば
な

.
b

o
ア
ン
グ
ロ
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ソ
ン
時
代
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於
て
國
王
親
か
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方
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せ
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臣
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せ
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接
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廳
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定
の
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の
到
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し
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视
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蒙
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關
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0
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み
な
ち
ず
又
實
に
英
國
今
日
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審
制
度
の

«
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者
な
ぅ

^
稱
す
る
を
得
べ
し
。
何
と
な
れ

ば
.王「

の
'治
世
以
前
ド

.て「

も
、國
王
の
權
利
ド
關
，係
す
る
事
件
、及
び
政
府
が
特
に
開
廷
し
た
る

P

 

到
讚
件
に
は

•屢
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審
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利
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し
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ど
も
、私
人
問
の
訴
訟
に
此
の
制
度
を
用
ひ
し
事
は
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め
て
希
布
の
例
に
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す
.れ
ば
な

6
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麟
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_
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則
金

レ

ぐ

陪
審
官
を
裁
判
事
件
に
參
與
せ
し
め
た
る
に 

如
く
省
や
ぁ
ら
ざ
る

^
.^
へ：ン
リ

'イ
二
世
が
陪
密
制
度
を
確

.立
し
、此
の
制
度
ど
巡
囘
栽
判 

ビ
の

連
絡
を
整

へ
た
る
功
業
を
叙
述
す
る
に
方
つ
て
、少
し
く
彼
の
人
物
、境
遇
並
び
に
以
上
の 

1
1

制
度

と
多
少
關

聯
し
た
る
彼
の
他

の
方
面
に
於
け
る
經

f
f
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る
の
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不
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な
る
印
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英
國

«

法
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に
留
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三
大
王
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第

-

A
な

P……

：
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‘
H
人
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王
が
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爾
ぜ
し
事
物
の
狀
態
は
、何
れ

0
.場
合
に
於
て
も
個
人
的
性
格
の
印
象
を
明
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に
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久
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多 

城
野
戦
を

^

し
、吳
馬
倥

«'
の
間
隙
を
偸
み
、倉
：皇
英
國
に
歸
來
し
て
は
、ス
ー
ス
ィ
グ

エ

ン
王
の 

治
世
に
紊
亂
せ
ら
れ

|た
る

.ft
會
の
秩
序
を
同
復
し
、頹
廢
せ
る
國
家
の
綱
紀
を
振
張
し
、以
て
祖 

父
へ
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リ
イ
一
世
の
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設
：せ
し
法
治
國
た
る
英
國
の
基
礎
を
確
立
す
る
に
力
め
た
り
き
。
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ン
リ

T

の
政
略
の
全
範
圍
は
惟
り
法
律
：の
統
治
を
確
立
す
る
の
み
な
ら
ず
、凡
ゆ
る
階
級
の
人 

々
を
同
一
‘
法
#

制
度

一.の
前
に
平
等
の
狀
態
に
遒
く
に
在
り
き

/
證

)

。
•而
し
て
外
國
人
た
る
へ 

ン
ジ
イ
が
終
生
英
國

A

に
歡
迎
せ
ら
れ
。典
の
支
持
を
得
し

は、

彼
が
母
系
を
通
じ
て
英
國
王
系 

の
出
に
，、繫る
に
因
る
も
、畢
竟
彼
が
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大
陸
に
於
け
る
廣
大
な
る
帝
國
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君
主
た
り
し
が
故
な

ら
ず
む
ば
非
ず
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へ
ン
リ
イ
ニ
世
の
，根
本
政
策
は
ク
ィ

ソ

ア
ム

「

戰
勝
王

」

及
び
へ
ン
リ
イ
一
世
ヾ
し
均
し
く
、封
建 

諸
侯
及
び
：僧
侶

.の
權
カ
，を
滕
：抑
し
て
、中
央
政
府
の
基
礎
を
確
立
す
る
に
在
ぅ
き
。
彼
が
即
位 

匆
令
へ
ン
リ
イ
ー

1!
i
rの『

自
由
の
鐵
章

』
(charter 

of Liberty)

を
確
認
し
た
る
勅
許
狀
を
發
都
し 

た
る
％
、ヲ
リ

X

ダ
フ
ォ
ル
ド
條
約
を
勵
行
し
て
所
謂

『
不
正
城
塞

』
(

！

^

|
 

oastles)

を
破
*
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た
る
も

^

役
免
除

^
(
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u
t
a
g
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S
H
e
l
d
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n
e
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を
課
し

.て
諸
候
ょ

6

英
を
徵
す
る
事
を
避
け 

た
る
も
、皆
王
の
中
央

_

權
政
：策
を
證
明
し
て
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り
あ

6
。
然
も
へ
ン
メ
イ
二
世
の
政
策
を
最

も
馆
咱
こ

|
s

る
も
の
ょ
，

『

ク
ラ
レ
ン
ド
ン
憲
法

}

I (constitutions 

of clarendon)

な
う
と
す
。
ク
ィ 

リ
ァ
ム

『

戰
勝
王

」

は
其
の
英
國
征
服
に
方
つ
て

.ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ド

(

法
王
グ
レ
ゴ
ジ
オ
七

S

に
負 

ふ
■所
あ
り
し
か
、ば
、之
に

®

’
a
.
む
：が，爲
、羅
馬
法
王
の
耍
求
に
應
じ
世
俗
.裁
剑
所
ょ
う
敎
會
裁
判 

所
を
分
離
せ
し
め
た
レ
。

;:

此
の

^ :
i

R
伴
ふ
必
然
の
結
果
ど
し
て
、二

 
.種
の
法
律
制
度
の
施
行 

せ
ら
る
：

S
を
見
た
々
；き
。
：
即

ち世
：：

俗
裁
，判
所
に
て
は
、英

國

の

習

慣

法

行

ぼ

る

、
に
、敎
會
裁
判 

所
，に
て
ば
主
ビ
し
て

|歐
大
陸
に
流

ft
せ
し
羅
馬
法
を
採
用
し
た
う
き
。
併
か

.の
み
な
ら
ず
、敎
，
 

會
裁
到
所
に
て
は
：死
刑
を
課
ず
る
こ
と
な
か
り
し
が
爲
、僧
侶
以
外
俗
人
の
之
に
依
賴
す
る
者 

漸
く
多
き
を
加
る
に
茧
れ
卩
。
.へ
ン
ジ
ィ
一
一
世
は
即
ち
是
等
不
統
一
の

®

害
を
匡
芷
せ
む
が 

爲
、
W 

;
'
六
四
年
一
月
ク
ラ
レ
ン
ド

.ン
に
貴
族
及
び
僧
正
の
會
議
を
開
催
し
、高
腿
的
に
拾
..六
ヶ
條 

の
成
文
律
を
承
認
せ
し
め
た
り
。
此
の
如
く
し
て
へ
ン
ス
ィ
は
僧
正
等
を
し
て
敎
會
裁
刺
所 

へ
に
對
す
る
英
國
主
の
至
上
權
を
承
認
せ
し
め
た

6 

S雖
も
、最
も
此
の

『

ク.ラ
レ
ン
ド

5
.

憲
法

』

に
 

對
し
て
不
服
な

P

し

力
ン
タ

ー

.パ
リ
ー

大

僧

疋

ト

^

マ
ス
9

ベ
ッ
ケ

ジ
ト
マ
し
國
王
ビ
の
間
.に
^1 

後
國
.，王の
戤
剑
所
が
敎
會
裁
判
所
を
支
配
せ
む
と
の
主
張
に
關
し
て
數
年
間
に
亘
る
大

5
 

を
招
け
う
。
其
の
結
果
ビ
し

.

V

ト
，
1

ヤ
ス
は

.
へ
シ
リ

'ィ
の
意
.を
親
解
し
^
る
四
人
の
騎
士
の 

鹩十
3
溜

(

ニ八111)

：論 

'餽
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第十
I
 

2八
®

論
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巡
麗
f

馨
制
度
 

i

i 

手
：に
カ
ン
タ

?

パ
ダ

'
1
の
允

.伽
藍
内
に
て

#
-殺
せ
ら
れ
、爲
め
に

#
ば
忽
ち
殉
道
，者
の
名
聲
を 

塔
せ

.
6
ビ
.

f

tシ
ジ

!:
:ィ
は
；大

體

に

於

セ

中

央

.集
權
の

.目
的
を
遂
：ぐ
る
を
得

.た
6

き
。
 

i

ほ『

文
■

復
典

』

に
先
む
じ

.て
*

^

刺
に
起
ぅ
し

『

古
代
法

#

矾
究
連

g
』
(LegaI R

l
a
n
c
e
)

 

€
ヘ
ン
リ
ィ
ニ

ff
i

i

.の
_

係
を
述
ぶ
る
乙

.と
：を
逸
す
可
ら
ず
。
所
謂
暗
黑
時
代

.に

.於
て
伊
.太
 

利
の
ギ
ロ

 

t
ヤ
を
中
，

*
ぜ
し
て
曙
光
を
放
ち
し
古
代
羅
馬
法
硏
究

•熱
は
第
十
一
一
诋
紀
の
巾

* 

顧

怫

；蘭

西

に

流

行

し

來

ぅ

、歐

羅

&

諸
國

0
學
.生
に
し
て
法
律
硏
究
の
爲
、ボ

' 
口 

二
ヤ
或
は
包
ほ 

に
策
を
負

.ふ
者
踫
を
接
：す
る
に
至
れ
り

o

單
.な
る
英
國
王
に
非
ず
し
て
®
等
歐
大
陸
文
化
の 

.温
室
为

6

し
ル
ー
ア
ン
及
び
ァ
ン
ジ

'

ル
諸
都
の

®

主

*

る
へ
ン
リ
ィ

.ニ
他
が
此
の
古
代
'法
 

W

が
究
の
復
興
て

.ふ
、國
哲
为

.る
'地
位
ょ

i

見
て
極
め
て
，價
値
あ
.る
思
想
を
同
化

.す
る
の

^

易
，
 

な

K
yし
や
固
ょ
り
怪
む
に

»

ら
ず
。
英
國

M

法
史
上
に

：

於
け
る
へ
ン
リ
ィ
主
の
地
■位
を
認
む 

る
に
は

_

ら
く
光
づ

.

.此の

.古
代

'.法
棒

.硏

.究
の
率
先
者
と
し
て
の
彼
を

.考
量

f

ざ
.る
可
ら

t
 

然

P、
へ
ン
リ
ィ
が
英
國
王
ビ
し
て
施
設
せ
し
功
楽
多
方
面
な
る

.が
中
に

.
Mも
多
く
の
利
«
を 

後
世
に
誰
れ
し
は
，此
の
法

#

硏
究
の
诚
果
を
適
用
し
て
、英
國
の
销
法
制
度

k

大
革
新
を
加
へ 

し
■に
；免

.く
も
の
あ
る
可

.：ら

t'
o

(

钱II). 

stub

°:s cons’itutionfll mstorv I 

p
't!
,
-
? 

. 

■ 

、
.

.

.

註
：：

三)

一
 

tdannis 

T
a
y
l
o
r
,
o
r
l
g
i
n

 a
nd 

G
r
o
w
t
h

 of the En.frlish. coilstitution 

L

 p- 

200
4
-

.

.

.

.

z 

- 

i 

、

(

tl
fe
j

广

\ 
y 
J 
ニ
世
は
典
父

.よ

.

.
ア̂
ン
；ツ
ユ
ー
と

T
o
i
i
n
e

と
^
繼
承
し
、其
取
の
權
利

1:
ル
て
ノ 

ル
マ
ソ
デ
ィ
ー
ゑ
、びメ
ィ
ン
を
領
冇
し
、柳
阀
王
ル
ィ
七
世

•!
り
離
別

tc
ら
れ
て
彼
に
#
嫁
せ
し 

€

h

Vア
.ノ
，ル

.

.

.

W
.:.

共
に x

c'itcl

ご saintcnge,. Auvcgne) p

o.rigord, Limcusin, Augoumc-is, Guieane 
の
',諸地

.
k 
读
?: 

リ。

「

ピ
力

々
デ

ィ
■の
-

よ
リ
ナ
，ゲ
ア

,

の
山
脈

I:
军
ゐ
給
ど
全

0
海
炤

.即
ち
佛
-國
の
三
分
の 

.

.
一
 

は
.八
ン
彳

‘ィ
，の：「

權
威
^
—

せ
リ
み
。此：の
如
く
し
て
其

.の

0
±.
,0:
故
か
ね

V

仰
國
王
に
保
事 

せ
し
彼
は
其
货
取
で
め

^
フ
を
受
け
し
佛
ハ
國
王
よ

' リ
も
ー
曆
布
力
な
る
教
主
な
リ
き
。

,四
.
.

.：
、

佘
は
今
や
陪
審
制

.度
の
，本
題
に
立
還
つ
て
說
述
せ
ざ
る
可
ら
ず

.。
、英
國
‘憲
法
上
の
自
甶
の 

'障
壁
た
る
此
の『

最
，も
：.设
主
的
な
る
裁
判
制
度

」

の
®

源
.
.は
、學

教

^
よ
つ
て
稱
々

P

を

M
に
せ
彡
。
 

是
等
の
詳
細
に
立

t>
:

A
る
は
本
文

.の
目
的
外
に
廡
す
る
が
故
、典の
！

.

槪
：：

要
を

.擧
げ
む

R
,或
は
此 

の
制
度
の
：起
：原
を
ス

X

グ

.
”备
ク
ソ
ン
時
代
の

『

瞵
保
々
障
法

』

0
0

|
量
晷
鞋

5

に
在

‘
X
 

云
：ふ
者
或
は
ユ
ド
ガ
.丨

主

の

宣

誓

|組
人
、
エ.
-グ
ル
レ
ッ
ド
王
の

I十

ニ

人

の

.
，
年

長

貴

士

に

出

づ

と
 

做
す
者
、或
は
州

#

び
；
)®
合

包

の

自

由

民

全

.體

が

地
方
.裁
辨
所
に
出
響
レ
て
裁
判
せ 

:

:
第
十
i
 

(

ニ
八
茧)

'

諭

：:'
說
.

^

^
管

廛

制

：度

. 

-

第
三
壞 

九

'
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怨
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八
六)

.

論
說
巡
同
裁
列
と
陪
游
制
度

 

.第
三
號
ノ
一

 

〇

し

R

S
因
す
ビ
輒
す
る
者
等

I各
自
主
張
す
る
所
あ
れ
ど

.も
、
®

も

信
憑
す
可
き
說
は
、力
切
リ
ン 

ジ

V

ン
王
朝
の
習
憤
が
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
を
經
て
英
國
に
.輸
入
せ
ら
れ
た
云
ふ
に
在
る 

が
如
し
。
兎
に
角
下
の
ニ

.

g

は
極
め

V

明
白
に
し
て
疑
ふ
可
ら

t
 

(
j )

陪
審
：制
度
即
ち

『

宣
誓 

し
た
る
承
認
器
の
裁
判

'制
度

』
(system 

of Inquest b
y

 

S
w
o
r
n

 

Recognitors)

は
ノ
ル
マ
ン
征
服
後

直
ち
：̂

，粉

め

て

英

咖

に

覓

は

れ

た
>

9

0
つ
ご
此
の
制
«
は
州
轉
到
所
爾
議
會
從
來
の
裁
剑
法
と 

密
切
ぢ
結
合

-し
て
：行
は
：れ
，し
が
、然

も

陪

®

制
度
の
進
、展
し
た
る
形
式
は

.全
然
英
國
的
な

b

し 

な
ら
。
故
に
英
國
の

〖

陪
#.
.制
度
は
縱
令
歐
大
陸
ょ

^V

輸
入
せ
ら
れ
た
ぅ
ビ
す
る
も
、英
國
固
有 

の
制
度
と
ァ
ン

V

 

?
ナ
ク

ソ

ン
の
國
民
性
ど
に
陶
冶
按
排
せ
ら
れ
て
、全
然
換
'骨
脫
胎
し
て
原 

形
を
止
め
ざ
る
：英
國
特
有
の
も
の
と
な

b

し
な
り
。
而
し
て
宣
誓
し
た
る
承
認
者
の
裁
剑

W

 

は

、
，詳

言

：
ず

れ

ば

'地
方
，
1
:治
_

の
：證
明
を
代
表
し
，而
し
て
國
王
：を
代
表
す
る
官
斑
に
依
て
召
集 

-

せ
ら
れ
、檢
査
せ
ら
る
ゝ

.公
平
に
し
て
偏
頗

.な
き

®!
人
の
画
體
の
宣
誓
に
依
て
雜
剑
事
實
を

0 

:

見

す」る
：；

の

，
謂

な

: 

;

バ
ン

-
ス
•テ

ー

 

口
ァ
は
ァ
ン
グ
了

サ

ク

ソ
ン
時

.代
の
裁

.判
方
法
を
數
へ
て

(
I
)

隣
保
々
證
法 

.

(

ニ)

®

人(witnesses)(

三
®

據
書
類

(documents)(

四)

就
罪
法

(

0
备
巴

)
ビ
做
せ

1

独
3

0
然
る
に

ノ

ル

マ

ン
征
狠
^
上
述
の
如
く
、歐
大
陸
の
裁
剑
制
度
輸
入

,
ら
れ
犮

^
。
其
の
一
は

『
決
闘
裁
剑
法

、

』

.'
 

(Trail 

b
y
’battle)

に
し
て
、こ
は
騎
士
判
官
に
任
じ
、原
吿
被
吿
兩
造
を
召
喚
し
て
敦
廷
に
於
て
決 

8]
せ
し
め
、

■

負
に
勝
ち
た
，る
者
は
即
ち
訴
®
に
も
勝
ち
し
な
り
。
其
は
決
闘
の
勝
洛
は

IE
し 

き
.者
な
る
が
故
、神
は
彼
に
勝
利
を
興
へ
し
と
思
惟
せ
ら
れ
た
る
に
因
る
。
今
ょ

b
之
を
觀
れ 

ば
亂
.暴
極
ま
る
裁
判
：法
な
ぅ

w

離
、フ
ラ
ン

.
ク
民
族
と
同
種
族
な
る
獨
逸
人
の
間
に
も
此
の

®

の
.野
蠻
な
る
載
判
法
’の
行
は
れ
し
は

、m
i
g
s

一
 s 

r
i
g
K
t
o

思
想
が
今
.尙
ほ
獨
逸
民
族
の
間
に
勢

.

.

. 

.... 

.

.

.

.

. 

-

カ
を
有
ず
る
を
看
：て
，も
明
白

.な
办
。

.次
に
ノ

 \

マ
ン
流
の
陪
審
制
度
ビ
は
、取
調
中
な
る

'
裁
例
事
件
の
眞
實
を
親
し
く
知
れ
る
者 

の

一

_

を
選
び
、宣

«

の
上
識
明
せ

.し
：むる

.栽
剑
法
を
謂
ふ
。

ゥ

-

ソ
ァ
ム

「

戦
勝
王
/か
夫
の
史 

上
に
有
名
な

6『

i

M

Ml:
«』

(

o
o
m
e
s
d
a
y 

B
o
o
k
)

を
編
製
す
る
に
方

<?
て
、各
村
落
に
就
き
村
伊 

村
舞
、及

.び：六
名
の
村
人
ャ
の
氧
に

’
■基
き
て
ノ
ベ
マ

' 
ン
征
服
前
後
，に
於
け
る
土
地
の
價
格
，土‘地 

'保
有
の
：性

興

借

地

入

：の
義
務
、其
.他

±

地
：に
、關
し
て
：詳
細
な
る
取
調
を
遂
げ
た
る
は
、取
り
も
直 

声
ず
ず
財
：政
上
の
.目
的
に
；ノ

 

t

シ
流
の
陪
雜
制
.度
を
適
用
し
た
る
：も
の
.に
外
な
ら
ざ

K
Vき
。

，へ

V

タ
ィ
ニ
世
は
即
ち
司

.法
：上
の
目
的
に
：向
つ
，

V
.

此
の
制
度
を
利
用
し
て
、

『

大
陪
審

«
度』 

第
十
三
港

(

ニ八七

)

.

腧

E

逖
间
翳

W

陪锥制度
 

.節三啟
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箱十

i

 

(

ニ
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•

論
說
巡
同
裁
刿
と
暗

^

^

 

第
I

:

 

一
二

r
r
e
a
t
>
s
s
i
z
e
}
,
^

創

*
.
:し
.た
：
き

：
®
 七)

.
9 

.

.

大
ぬ
審
彻
度
ビ
は
例
へ
ば
土
地
所
有

#
.
.に：就

.

.て

#
起

6
.
.た
.る
.場
：.合

#

a
考
等
蜂 

:
延
麟

^

し
て
琢
角

1£
;邪

を

判

別

し

雛

'か
4

し
.決
鸣
裁
«
法
に

®
,ら
ず

.し
て
、其
の
訴
攀
を
ば
,原 

被
爾
造
が
選
び
た
る
四
人
の
输
士
に
依
て

®

ら

に

，
選

出

.
せ

ら

れ

た，
る
拾
或
‘人

の

騎

士

の

一

圈 

體

の

判
走
に
任
；

f

む
i

i
を
要
求
す
可
し
。：
：此
の
如
ぐ
し
て
纖
擧
せ
-
ら
ー
れ
々
‘る
‘抢
或
人
の
备 

士

等

は

逾

囘

裁

判

官

‘0

前
.に
.出

®

し
て
、親
し
く
•

れ 

'る
.事
.實
上
の
知
‘識

'
ょ

公

し

て

、
爭
0
0
の 

何
れ
が
：係
爭
咿
な
.る
±
'

地
.
.に
-對
む
七
所
有
_

を
有
.す
：今

9

上
f

胃

す

るj

種
の
#
 

S

な
り
。
‘姓

等

0
,馨

管

f

 rs 

o
r 

I
r
e
c
f

 

I

は

證

A
の
堤
示
し
た
る
懸
據
を
取
調
べ
る 

.事

實

の

沪

笤

ヒ

し

て

に

'#
ず

唯

だ

證

人

ど

し

て

召

喚

せ

ら

れ

た

る

者

な

.れ
ど
も
、當

時

は

求

 ̂

事
實
一
間
題
シ

法

雜

壽

§

啐
別
厳
正

I

ざ
そ
し
か
ば
I

 

I

f

就
て
發
貢
せ
し
の 

み
な
；ら
夺
、權
利
.に
，關
し
て
も
亦

.發
言
せ

.し
な

s
 

i

.

i
 

i

.罪の
楊
命
に
，も
以
上
ど
同 

一
の
裁
判
法
逾
：用
せ
ら
れ
し
が
、嘥
芦
異
な
セ
し
點
.は
、枪

或

人

の

陪

審

宫

が

四

A

の
：騎

*

に
選 

ば

れ

す
し
て
.州
，奉

行

の

手

に

選

ば

れ

而

し

て

.

.上
の
：場
：合
.に
於
'け

る

ょ

6
Vも
。陪
垂
，官
が 

一
■層

 ̂

人
ビ
.し
て
、即
ち
近
.隣
に
.住
‘居
し
て
事

»

を
へ
知
れ

.る」

若
と
し
て
召
喚
せ
ら
。れ
，し
こ

'在
り
。

二
註
.玉)

'

H

E

:摩會雛
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メ 

ノ
ト
ヲ

'
ソ
ド
日
く
へ

'V

リ
ィ
ニ
证
が
ノ
ル
マ

\

の
制
度

^

參
酌
し
て
、，
國
杏
代
の
裁
列 

法
.か

復
活
せ
し
め
之

^

^

:本
し
れ
る

U
,國
.
.王
' 
の■

權
‘
利
殊
に
財

.政

.
上
，の
禪
利
を
擴

0
.

せ，む
寧
が
其 

の
主
要
な
る
自
购
に
し
て
之
に
依
て
卯

^

^
發
見
'
し
、制

_遇
す
る

^

は〉

寧
る
：附
随

^

目
的
な

M

し

.
ij
:

p

、、
o..(M;aitland)s Constitutional 

H
c
o
l
.
y 

of..Fngland. 

o
p
.
. 

I
2
7-s'lo 

.

〜

.

-

五

.

■
.:
所
謂

『

宣
誓
し
た
る
承
へ
認

.者
の
裁
判

』

.は
最
初
民
事
に

' 
の
み
適
用
せ
ら
れ
犮
る

.が
，後
‘漸
く
刑
事

..に

も

適
用
せ
ら
.る

 

>
に：：至

れ

り
。

.詳

に
之
を
云
、へ

ば
、
最
初
は
一
定
の
事

仲
に

' 
の
み
、
國
會
に
て

, 

'立
法
の
上
、適
用
せ
ら
れ
し
此
の
陪
審
制
度
は
其

.の
刹

.一
般
に
認
め
ら
る
、
に
從
ひ
、本
來
立
.法

の
範
圍
を
超
越
し
て
、後
に
は
立
法
の
手
痛
を
經

す

し
て
、
,

王

!■
,り

此

の

裁

判

法

に

て

裁

剑

せ

リ

ら
る
、
權
利
を
買
ふ
者
、漸
く
多

&

を
加
ふ
る
至
れ
り
。
刑
事
上
の
場
合
に
此
の
陪
審
制
度
を

.

:.
«

用
せ
じ
は
、へ
ン
タ

i

—-世
が

」

一
六
六
年

#
布
せ
し

『

ク

ラ

レ
ン

.ド
ン
勅
令

』
(
A
s
l
.

 of 

Q
a丨

i
o

n
}

:
に
起
因
せ
，

6

。「

ク
ラ

V
X

ド

シ

勅

令』

ビ

は
巡
囘
裁
，判

の

爲
•地

方

に

*
く

一
 

般

*

判
宫

R
與
へ
た
る
二
十
ニ
タ
條
の
訓
令

0'
謂
な
り
。
此
の

'勅
令
は
全
體
の
裁
判
_
度
を
新
ら
し
き 

第
十
三
卷

.(

ニ八九

)

論
韩
 

'欝裁
判
と
馨
制
度
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說
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裁
列
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密
制
度 

-
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一
四 

基
礎
の
上
に
立
て
た

6
i
J云
ふ
も
決
し
て
過
言
に
非
ず
。
先
づ
最
初
の
六
ヶ
條
に
て
地
方
裁 

判
所
に

.於
け
る
罪
入

'の
寒
出
方
法
を
規
定
せ
る
が
、罪
人
の
差
出
に
は
拾

W

人
の
聯
合
邑
陪

0 

官
之
に
當
ぅ
、而
し
そ
差
出

.
_れ
た
る
罪
人
は
種
々
の

『

試
罪
法

』

に
依
て
審
問
せ
ら
る
。
是
_
の 

試
罪
法
に

V

無
罪

«

明
せ
：も、れ

#

か
も
故
人
に

' し
て
全
隣
保
の
：不
評
判
あ
ら
ざ
る

.限
ら
は
、全 

然
晴
天
白
日
の
身

vj 

'な
る
も
、若
し
隣
人
ょ
上
指
彈
せ
ら
る
、
と

§

は
追
放
の
身
ビ
な
&
、最
初 

の
便
船
に
て
英
國

■
.「

領
土
を

a ：
:去
ら
ざ
る
可
ら
、ず
。
其
他
の
筒
條
に
は
下
の
如
§
規
定
あ 

り
0

中
央
の
裁

.剑
官
，巡
囘
し
來
ぅ
た
る
時
に
は
凡
て
の
，自
由
民
は
地
方
裁
判
所
に
列
席
せ
ざ 

る
.可
ら
ず
。
斯
く
て
：裁
判
官
等
は

『
_
保
自
由
民
善
行
保
證
の
檢
閱

』

W

I
名
も

P
暑

U

詳 

言
す
：：
れ

ば
、凡：

‘て
h

0

A

—

aの
寳

«

に
»
し
+
入
組
に
編
成
せ
ら
れ
た
る
や
否
や
を
檢
閱
す 

る
に
、裁
判
官
と
し

V

A
ゆ
る
自
由

0
:權
利
を
：行
使
す
る
な
り
。
州
奉
行
等
は
犯
罪
者
を
檢
擧 

す
る
に
方

_つ
て
、相
互
協
カ
せ
ざ
る
可
ら
す
云
々
。

『

ク
ラ

:'
'
レ
ン
ド
ン
：勑
令

』

0
規
定
の
重
耍
な
る 

所
以

は
、之
に
依
て
へ
ン
ソ
ィ

 

一ー
«

が
趣
囘
裁

.刹
官
を
以
て
，大
諸
侯
に
も
單
な
る
自

11
1
民
に
も 

，齊

し

く

蕃

良

な

る

政

府

を

，保
持
す
.る
義
務
を
强
制
的
に
分
擔
せ
し
む
可
き
'恒
久
に
し
て
有
效 

な
る
機
關
た
ら
し
め
む
ビ
企
圖
せ
し
に
在

V

。、大
陪
密
制
.度
は
此
の
如
く
し
て
確
立
せ
ら
れ

た
る
が
、現
に
行
は
る
：、
大

陪

齊

-»
度(

今
は「

G
r
a
n
d

 

Jury 

w

稱
す)

が

へ

ン

リ

ィ
ニ

世
時
.代
の
陪 

0
制
度
.を
直
ち
に
繼
承
せ
る
乙
ビ
云
ふ
舉
も
な
し
。

J
方〗

に
於

.て
種
：十
の『

試
罪
：法』

は
u
;.
:
l
1
:
ー'.
'
:五
年

'の
第
四
同
ラ
テ
ラ
ン
，宗
敎
會
議
に
於
て
基
督 

敎
國
を
通
じ
て
廢

±
せ
ら
れ
寞

pi
に
於
け
る
刑
事
裁
判
の
審
問
法
と
し
て
は
、大
陪
審
制
度

& 

び
決
闘
裁
判
法

I

I

.
し
が

I

f

_

鬪
裁

S

は
被
害
者
侧
即
ち
原
告
<
に
し 

て
此
：の
裁
判
法
を
要
求
す
る
に
非
れ
ば
、適
用
せ
ら
る
、
乙
ふ
し
な
か
り

&
。

而
し
て
犬
，陪
審
制 

ff
i
M
:完
全
に
矶
邪
を
剑
別
す
る

乙

と

能
は
ざ
る

®

#'
起
h

ft
る
場
.'合
他
に

I

種
の
方
法
は
漸

'
 

次

發

見

せ

ら

れ

？

 

C .

此
の
方

■法
は『

試
扉
法』

廢
此
以
，前

ょ

P
旣
に
行
は
れ
た
る

.
が
、

.®
ち
拾

g

 

人
'の
陪
審
官
の

0
0
^
0 
S

ら
れ
た
る

.證
據

.を
ば
觅
ら
に
第
二
囘
の
陪
審

fi
l
lち
小
陪
審
制 

度

1

J

4

)

に
囘
附
し
て
審
判

)

せ
し
む
る
事
な
ぅ
。
然
る
に
當
；時
，人
が
.自
己
の
同
意
を
與 

へ
ざ
る
以
上
*陪
審
宫
は
之
を
裁
判
す
可
ら
ず
て
ふ
ー
種
の
奇
妙
な
る
思

g

は
主
張
せ
ら
れ
た 

PO 

メ
ー
ト
ラ

.
ン
ド

2
!く「

第
十
ニ
世
紀
の
終
末
に
方
つ
て
，被
吿
人
は
自
分
の
一
身
を
ば
自
か 

ら
國
に
託
す
る
に
非
ず
む
ば
，之
を
審
間

K
附
す
可
ら
ず

v
j

の
一
定

.0
說

發

生

せ

八

)

。
 

■

ち
英
國
人
は
自
己
.の
裁
判
を
國
家
に
依
託
せ

ざ

る
事
換
言

t

れ
ば
陪
審
官
の
裁
制
を
忌
避

第
十
三
卷

o
一九I

)

論

E

巡
同
裁
判
ミ
陪
審
制
度
.
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三
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:論

說

巡
间
戟
判
と
.i

l

.
 

S

I
 

p
、

.

'
す
る
事
を

#

た
ぅ
し

な 

然
し

彼
若
し
陪

審
宫

の
裁
判
を
拒
絕

す
る

ど
き
は
、何

唼

t
で
も 

拆
響
せ
、

>
れ
さ
る
可
ら
中
。

.此
の
困
難
を
避
け
む
が
爲

poine fort et 

d
u
r
e

と
稱
す
る
優
も

 ̂

蠻

な
る

裁
麥

^
2
5
4

: ^
B

本
.の
右

ft
の
如
き
重
最
の
'爲
被
吿
人

を
し
て

漸
次
絕
命

せ
し
む
る
ト
プ 

法
採
用
せ

&
れ
た

办
o
;往
今
に
し
；
■て
被
吿
は
最
期

ま

で
事
實
を
&
狀
せ

ず
し
て

死
す
る
こ
と 

あ
ク

し
は
、若
し
罪
狀
定
ま
ら
ず

し
て

死
す

る
ぐj 

&
は
、重
罪
犯
人
の
場
合
ド
行
は
れ
し
が
如
： 

龜
族

力
財
產
を
沒
收
せ
ら
れ
て
貧
窮
す

る

こ

ビ
な
.か
り
し

が

■&
な
6
。

倚
ほ

」

事
の
注
意
す
可
き

.ほ
、第
十
三
世
紀
の
陪
審
宫
は
一
の
極
め
て
重
要
な
る
點
に
於
て 

近
代
の
陪
審
官
ヒ
相
.違
せ

る
.

事
是
れ
次

b

o「

宣
誓
し
た
る
人
々

」

は
，事
實
を
認
知
し
、而
し
て
親 

し
く
被
吿

<
 
を
知
れ
る
ょ
ぅ
證
言
し
得
る
者

S
し
て
選
ば
れ
し
な

K
V
O即
ち
實
際
に
於
て
彼 

等
は
®
人
に
し
て
且
陪

®

宫
な

^

し
な

6
.
0然
る
に
エ
ド
ッ
ー
.ド
一
世
の
時
頃
本
來
の
陪
雜 

宫
ゆ
：事
：實

に

通

曉

せ

ざ

る

が

^

親

し

く

事

實

を

彼

等

に

語

り

得

る

他

の

事

實

.認

知

#

に
依
て 

職

責

を

援

助

せ

ら

る

、

に

至

^

き
。

其
後
幾
も
な
ぐ
へ
陪
審
官
と
證
人
e
は
分
離
し
、へ
ン

V

ィ
 

;r
a
世
の

»
頃
裁
麥
事
件
，は
先
つ
原
被
，兩
造
に
聽
き
、而
し
て
後
今
日
行
は

る

、
が

如

く
®
人
は 

.公
廷

£

y

取
調

V

ら
る

i

l

れ
り
ノ

■
結
局
チ

.ュ
1
ド
ダ
時
代
に
，

f

て
、陪
審
官
は
該

裁
判
事
件
に
關
し
て
何
等

.の

-®
備
知
識
を
有
せ
ざ
る

.人
々
ょ
り
成
る
，々
原
則
と
す
る
に
坐
れ 

り
。 

.

:

■(

訪
.八)

Maitlan

Rl's constitutional'History of England, 

p. 

1
3
1 

,

.
六 

， 

,

之
を
要
す
る
に
、英
邁
.に
し

て
建

設
的
材
幹
に
長
け
し
ヘ
ン
リ
ィ
ニ
世
は
、英
國
古
代
の
.巡
同 

裁
！
：

制
度
を
復
活
し
て
正
：規
の
司
法
機
關
た
ら
し
む
る
と
同
時
に
^

，
マ
ン
デ
ィ
ー
ょ
り

®

ノ 

I 

\

 

••

:入
し
た
る
陪

*

制
度
：に

ア

V

グ
了
サ
.ク
ソ
ン
固
有
の
裁
剑
法
を
加
.味
調
和
し
て
此
に

一

種
英 

國
特
有

:0
陪
審
裁
：判
制
度
を
確
立
せ
し
め
、以
て
兩
制
度
を
連
結
し

.て

.益
：，P

法
機
關
を
完
美
な 

ら
し
め
た

6

0
此
の
善
美
な
る
裁
剑
制
度
に
依
て
、英
國

A

の
民

‘政
的

「

自

_

Q

v

〖

i Liberty)

が
如 

何
に
確
保
せ
ら
れ
た
る
か
は

^

く
も
英
國
史
を
讀

-{
/
者
の
.歎
賞
措
か
ざ
る
所
に
し
て
、此
の
陪 

0
刺
度
：は
へ
ン
リ
ィ 

ー
ー
«
の

'*
チ

ジ

.ョ
ン
王
の

『

ホ
憲
章

』

に
依
て
保
障
せ
ら
れ
、

31
ら
に
他
方 

.面
に

.於
て
、英
國
人
の
政
治
；的
自
：由
の
進
展
を
助
け
た
り
。
現
代
の

I

憲
法
學
者
は
評
し
て
日 

ぐ「

此
の
如
く
し
て
輸
入
せ
ら
れ
た
る
陪
審
制
度
は
英
國
司
法
制
度
の
最
も
特
殊
な
.る
一
方
面 

を
呈
出
し
、而
か
も

.疑
も
な
く

#

時
個
人
の
自
由
の
重
®
な
る
保

^

ヾ
し
な
ゑ
き
。

而
し
て
.此
の

第

十

三

卷(

ニ
九
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繭
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i

f

第
三
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論

fe
巡
i

列

と

靡

制

度

m

i

一
八

勘
度
は
代
表
溝
を
通

'^
て
政
，治

を

行

ふ

事

の

思

想

を

避

な

ら

し

め

/a
る
行
程
の

一

階

梯

と
し

.て
も
亦
遺

®

な

t

英
國
會
は
殆
ど

J

種
.
.課
稅
評
價
の
：國
民
：，的

陪

審

食

と

し

て

創

^

b
, 

^
K
y

 

ビ
謂
ふ
を
得
べ
し

」

ビ
.

(

註九)

0

' 

. 

-

尙
ほ
些
か
附
言
せ
む

R
、我
國
に
於
て

V

陪
雜
制
度
を
適
用
す
可

.し
と
は
、豫
ね
て
一
部
法
曹 

家
の
間
に
唱
道
，せ
ら
れ
、今
議

' 會
に
於
て
も
過
日
一
議
員
ょ
り
政
府
に
向
つ
て
此
の
制
度
を
採 

并
す
る
の

0
な

§

や
否
や

.を
質
問
せ
し
と
記
憶
す
。

K

琴
制
度
が
旣
に
述

ベ

る̂
如
く
、最
初

歐
大
陸
に

.
發
生
せ
し
に
も
拘
は
ら

.
ず
，之
を
移
植
せ
し
英
國

R

於
て
の
ヶ
惟
ぅ
巧
妙
に
逾

m
u
. 

^

. 

.

.

.
■ 

.

.

. 

• 

•

ら
れ
て
本
場
な
る
怫
蘭
西
：其
他
の

「
大
陸
諸
國
に

.於
て
は
、却
て
何
れ
も
失
敗
の
歷
史
を
遺
せ

6
0
 

此
.の
：如

^

は

羅

：•竟

ァ

シ

グ

ロ
*
サクソン民族が

•最
.も
政
治
道
德
髙
く
、又
最
も

®

治
心
に
®
め 

る：が
故

.杞
あ
ら
ざ
ら
む
や
。

.
政
治
道
徳
に
於
て
、將
た
夂
自
治
心
に
於
て
遙
に
莱
國
に
及
ば
ざ 

.

.る
:0
み
な
ら

_ず
、或
は
歐
大
：陸
諸
.國
民
，
|に
't
ら
如
か
ざ
る
我
國
に
於
て
、陪
雜
制
度
を
採
用
し
、果
，
 

し
て

.其
の
效
果
を
擧
ぐ
る

Z
ビ
を
期
待
し
得
べ
き
や
、固

.ょ
办
疑
間
た
る
を
免
れ
ず
。
我

.pi
に
 

i[
L
方
自
治

」

制
*を

布

き

て

以

：來
、旣

に

三

十

年

.を
超

'ゅ
と
雖
、人
民
の
間
に
自
治
の
精
神
乏
し
く
、彼 

等
が
未
だ
如
何
に
政
治
的
に
覺
醒
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.
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憲
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を
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